
　
監
査
委
員
は
、
令
和
２
年
度
の
久
留

米
市
の
一
般
会
計
・
特
別
会
計
、
公
営

企
業
会
計
の
決
算
と
、
財
政
健
全
化
法

に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
お
よ
び
資

金
不
足
比
率
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

決
算
審
査
の
結
果

　
各
会
計
決
算
の
計
数
が
正
確
か
、
会

計
処
理
や
予
算
執
行
が
適
正
か
な
ど
に

つ
い
て
審
査
し
ま
し
た
。
主
な
意
見
は

次
の
と
お
り
で
す
。

【
一
般
会
計
・
特
別
会
計
】

◆�
経
常
収
支
比
率
は
、
過
去
最
悪
だ
っ

た
前
年
度
か
ら
好
転
し
た
が
、
依

然
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
る
。
事
業

の
選
択
と
集
中
、
公
共
施
設
維
持
管

理
の
最
適
化
な
ど
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ

社
会
に
備
え
た
財
政
運
営
を
行
う
こ

と
。
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
自
立

し
た
経
営
を
維
持
す
る
こ
と
。

◆�

不
用
額
が
増
加
し
て
い
る
。
減
額
補

正
後
の
決
算
を
ベ
ー
ス
に
効
率
的
で
バ

ラ
ン
ス
の
よ
い
予
算
編
成
を
行
う
こ
と
。

◆�

税
外
債
権
に
お
け
る
事
務
処
理
の
誤

り
が
多
い
。
事
務
ミ
ス
を
防
ぐ
取
組

み
と
成
果
を
人
事
評
価
に
反
映
さ
せ

る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。
事
務
の
目

的
と
根
拠
規
程
の
再
認
識
も
必
要
で

あ
る
。
簡
素
化
を
含
め
て
条
例
や
規

程
等
の
再
点
検
と
統
一
規
程
の
設
定

を
行
い
、
内
部
統
制
の
意
識
を
高
め

る
こ
と
。

◆�

債
権
の
管
理
・
回
収
方
法
に
つ
い
て

は
、
関
係
部
局
が
連
携
を
進
め
、
歳

入
と
負
担
の
公
平
性
の
確
保
に
努
め

る
こ
と
。
専
門
部
署
の
組
織
整
備
を

検
討
す
る
こ
と
。

【
公
営
企
業
会
計
】

◆�

前
年
度
に
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
は
じ
め

と
し
た
内
部
統
制
の
強
化
を
求
め
た

が
、
さ
ら
な
る
要
員
の
育
成
確
保
、

組
織
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

◆�
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
施
設
等
の

更
新
や
防
災
対
策
に
多
額
の
費
用
が

見
込
ま
れ
、
経
営
環
境
は
厳
し
さ
を

増
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
需
要
を

見
極
め
、
水
道
事
業
の
基
盤
強
化
に

取
り
組
む
こ
と
。

コ
ロ
ナ
収
束
後
に
向
け
た
財
政
運
営
を

令
和
２
年
度
の
決
算
審
査
な
ど
を
公
表

◆�

下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
雨
水
処

理
に
要
す
る
経
費
が
増
大
し
て
い

る
。
豪
雨
被
害
が
続
く
中
、
雨
水
処

理
の
あ
り
方
や
安
定
経
営
の
た
め
の

公
費
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
市

長
部
局
と
協
議
す
る
こ
と
。
汚
水
処

理
に
つ
い
て
も
、
新
規
投
資
の
あ
り

方
な
ど
、
見
直
し
の
方
向
を
速
や
か

に
打
ち
出
し
、
持
続
可
能
な
事
業
運

営
に
取
り
組
む
こ
と
。

財
政
健
全
化
法
に
よ
る
審
査
結
果

　

健
全
化
判
断
比
率
と
資
金
不
足
比
率

は
、
適
正
に
算
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
審

査
結
果
で
し
た
。監
査
や
審
査
の
結
果
は
、

本
庁
舎
地
下
１
階
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

問
監
査
委
員
事
務
局
（
☎
０
９
４
２
・
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２
３
２
、
℻
０
９
４
２・３
０・

９
７
１
８
）

大久保勉市長（中央）に審査結果意見書を提出する、
原学監査委員（右）と森﨑巨樹監査委員

望
む
場
所
で
安
心
し
て
生
活
す
る

　
10
月
１
日
現
在
、
久
留
米
市
の
65
歳

以
上
の
高
齢
者
は
約
８
万
３
０
０
０

人
、
う
ち
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

は
約
20
％
で
す
。
年
齢
が
高
く
な
る
に

つ
れ
、
認
定
率
は
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

認
定
者
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
活
用

し
て
、
自
分
が
望
む
場
所
で
安
心
し
て

生
活
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
は
、
１
～
３
割
の
自
己

負
担
で
利
用
で
き
、
利
用
者
や
家
族
に

と
っ
て
必
要
な
支
援
を
選
べ
ま
す
。
状

況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
支
援
内
容
も
変

更
で
き
ま
す
。
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス

は
、
調
理
や
掃
除
な
ど
の
生
活
援
助
、

食
事
や
入
浴
な
ど
の
介
助
を
行
う
身
体

介
護
な
ど
。
手
す
り
や
補
助
つ
え
な
ど

の
福
祉
用
具
の
レ
ン
タ
ル
も
対
象
で
す
。

利
用
す
る
こ
と
で
助
け
に

　
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
は
、
介
護
認

定
が
必
要
で
す
。
申
請
が
あ
っ
た
ら
、

市
の
認
定
調
査
員
が
自
宅
な
ど
を
訪
問

し
て
、
普
段
の
生
活
状
況
を
聞
き
取
り

ま
す
。
調
査
結
果
と
主
治
医
意
見
書
を

も
と
に
審
査
し
、
要
介
護
度
を
決
定
し

ま
す
。
市
介
護
認
定
調
査
員
の
龍
頭
榮

子
さ
ん
は
「
自
宅
で
生
活
を
続
け
た
い

か
ら
申
請
し
た
と
い
う
人
が
多
い
で
す
。

審
査
結
果
で
非
該
当
で
も
受
け
ら
れ
る

サ
ー
ビ
ス
は
あ
る
の
で
、
不
安
が
あ
る

な
ら
、
ぜ
ひ
申
請
を
」
と
話
し
ま
す
。

　
介
護
が
必
要
な
状
況
な
の
に
、
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る

人
や
自
分
で
頑
張
ろ
う
と
す
る
人
が
い

ま
す
。
申
請
を
先
延
ば
し
に
し
て
し
ま

う
と
、
症
状
が
重
く
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
専
門

家
の
支
援
を
受
け
て
、
状
態
を
維
持
し

た
り
、
改
善
で
き
た
り
す
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
本
人
だ
け
で
な
く
、
家
族

に
と
っ
て
も
助
け
に
な
る
制
度
で
す
。

問
介
護
保
険
課
（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・

９
２
０
５
、
℻
０
９
４
２
・
３
６
・
６

８
４
５
）

11月11日は介護の日

住み慣れた場所で

　年を重ねて支援が必要になっても、自分が住みたい場所で
安心して生活を続けたい。それを社会全体で支え合う仕組み
が介護保険サービスです。

できるだけ自宅で暮らし続けたい
　私が介護保険サービス利用を始めたのは
50代のときです。特定疾病に該当したの
で、65歳以下でもサービスを利用するこ
とができました。介護保険サービスは便利
な制度です。利用しやすいように介護事業
者やサービスの内容も自分で決めることが
できます。私は、左手以外、うまく体を動

かすことができません。現在、家事援助と
福祉用具レンタルを利用していますが、自
分でできることは自分で行い、できない部
分を支援してもらっています。支援を受け
られるから、自宅生活を維持できていると
思います。これからもサービスを上手に利
用して自宅で暮らしたいです。

介護サービス利用者にインタビュー

龍
頭
榮
子
さ
ん
。
市
介
護
認
定
調
査
員

山口由紀子さん

自分らしく暮らす
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